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吹田市文化会館（メイシアター）における新型コロナウイルス感染対策ガイドライン 

 

制  定 令和２.７.10 指針５ 

最近改正 令和５.３.13 指針９ 

 

１ 目的 

 

このガイドラインは、新型コロナウイルス感染症等にかかる大阪府及び吹田市の対応指針及び

公益社団法人全国公立文化施設協会「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予

防ガイドライン改定版（令和５年３月 13 日）」等に基づき、吹田市文化会館（メイシアター）

の使用にあたって、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための対策をまとめ、示すもの

です。今後の感染の動向のほか、大阪府または吹田市その他の対処方針の変更等により必要に

応じて適宜改定を行うものとします。 

 

 

２ 感染防止のための基本的な考え方 

 

新型コロナウイルス感染症は、その発生から既に３年を超え、医療的な知見の蓄積やワクチン

接種の進展等により、一定程度の重症化抑止が図られてきています。また、社会、経済活動の

再開も求められることなどから、国ではマスク着用について個人の主体的な選択を尊重し、着

用は個人の判断に委ねることとし、併せて、今後特段の事情が生じない限り、５月８日からは

感染症法上の位置付けを２類相当から５類に変更することとなっています。それを受けて、メ

イシアターでは、市民の文化活動と感染防止を両立させた新しい生活様式・スマートライフと

共存し、地域の文化拠点としての役割を果たしていく必要があると考えるものです。 

 

 

３ 基本的な感染防止策 

 

□ 必要回数のワクチン接種の推奨 

□ 手指の消毒や手洗いの推奨 

□ 咳エチケットの推奨 

□ 相互の人と人が触れ合わない程度の距離の確保 

□ 常時換気の徹底（来場者を除く） 

□ 各自で検温を励行し、平熱と比べて高い発熱がある場合や下記の症状等に該当する場合

には自宅待機等の対応をとる 

※ 咳、喉の痛み、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害 等の症状 

※ 検温時の高い発熱の目安としては、37.5 度以上または 37.5 度未満でも平熱よりも高い 

場合が該当します 
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４ 施設管理者が講ずる感染防止策 

 

  (1) 来館者に向けた周知・広報 

□ 発熱時、咳・喉の痛み等体調不良時の来館控え 

□ 感染リスクの高い高齢者等の他の来場者等への配慮 

□ 館内での会話の抑制、咳エチケット 

□ 手指の消毒や館内での手洗い 

□ 館内での人と人が触れ合わない程度の距離の確保 

 

 

  (2) 従事者に関する感染防止策 

□ 職場の密集を避けるため、在宅勤務や時差出勤などジョブローテーションを工夫する。 

□ 健康状態の把握に努め、体調不良の場合は出勤を控え、報告する。 

□ 職場では、空調による適切な換気を常時実施する。 

□ 事務用品等の共用は避けるとともに、必要に応じて手指消毒用の消毒液を設置する。 

□ 会義や打合せで等では、人と人が触れ合わない程度の一定の距離が保てるよう努め、 

遠隔会議システムも活用する。 

□ 制服や作業着はこまめに洗濯する。 

□ ワクチン接種の推奨 

 

 

(3) 館内での具体的な感染防止策 

□ 館内では、人と人が触れ合わない程度の距離を確保するとともに、長時間の会話を控え

るようお願いします。 

□ 空調の常時運用に加え、必要に応じて窓や扉の開放等により自然換気を行います。 

□ 会館の出入口、搬入口等の必要箇所に手指消毒用の消毒液を設置します。 

□ 受付・販売窓口では、キャッシュレス決済を推奨します。また、対面以外の電話、FAX、 

電子メール等の活用、オンラインチケット化を推奨します。対面で接する場合は、必要

に応じて不織布マスク着用や手指消毒など対策を適宜行います。 

□ レストランまたはレセプションホールでの飲食にかかる感染防止策については、レスト

ランの指示に従ってください。 

□ 感染防止にかかる物品を貸し出します。 

非接触式電子温度計（ホール用５台、その他５台） アクリル板（ホール用６台、その他４台） 

アルコール消毒液（ホール用５本、その他５本） サーマルカメラ（ホール用３台） 
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５ 公演主催者にご協力いただく感染防止策 

 

  (1) 事前調整 

□ 仕込み、リハーサル、撤去において余裕のあるスケジュールを設定してください。 

□ 休憩時間や入退場時間は余裕を持った設定としてください。 

□ 練習室や会議室等は、常時換気等、必要となる感染防止対策を総合的に講じたうえで、

定員までの使用としてください。 

一方で条件が担保されない場合は、定員を制限してください。 

なお、展示室は、密が発生しない程度の間隔を空けた使用としてください。 

□ 公演開催にあたっては、大阪府が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェック

リストを作成し、ホームページ等で公表してください。当該チェックリストは、公演終

了日より１年間保管してください。 
    

「感染防止策チェックリストの作成等」（大阪府） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/eventkaisai-taisaku/index.html#checklist 

 

 

(2) 客席の配席 

□ 配席については、できるだけ指定席にするなどして、主催者側で客席状況を管理調整で

きるようにしてください。 

□ 高齢者等が多数来場すると見込まれる公演については、感染リスクや重症化リスクが高

いことから、より慎重な対応を検討してください。 

 

 

(3) 公演関係者に関する感染防止策 

□ 公演主催者及び公演関係者は、その表現形態に応じて感染防止に努めるようにしてくだ

さい。 

□ 公演前後の手指消毒を行うようにしてください。 

□ 楽屋、控室、稽古場等でも不特定多数が触れやすい場所は、必要に応じて消毒し、必要

箇所に手指消毒用の消毒液を設置してください。 

□ 楽屋は密にならないように定員を調整するとともに、常時換気を励行してください。 

□ 舞台袖、舞台裏、楽屋などの狭いスペースなど、各場所に応じた定員制限や会話の抑制

等をしてください。 

□ その他、練習・稽古や仕込み・撤去等においても十分な感染防止措置を講じるとともに

関係者の健康管理に努めてください。なお、主要な関係者については、必要回数のワク

チン接種をすることを推奨します。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/eventkaisai-taisaku/index.html#checklist


4 

 

(4) 来場者に関する感染防止策  

□ 来場を控えてもらうケースを事前に周知してください。また、その際の振替やチケット

代金の払戻等の諸条件については、事前に告知してください。 

□ 入退場時の密集回避のため、一定の距離の間隔を確保してください。 

□ 入退場時のエレベーター利用は、密にならないようにしてください。 

□ 公演後の出待ちや面会等は控えるように注意喚起してください。 

□ 配慮が求められる来場者、障害者や高齢者等については事前に対応策を検討してくださ

い。 

 

 

(5) 会場内での感染防止策  

□ 公演主催者は、会場内の不特定多数が触れやすい場所の消毒・清掃を適宜行ってくださ

い。 

□ 公演主催者は、会場の出入口等の必要箇所に手指消毒用の適切な消毒液を設置してくだ

さい。また、不足が生じないよう定期的な点検を行ってください。 

□ 来場者の案内や誘導に際しては人と人が触れ合わない程度の距離を取るようにしてくだ

さい。 

□ 来場者と接する窓口（招待受付、当日券窓口）等では、換気に注意をしたうえで、取扱

者は必要に応じて手指消毒など対策を適宜行ってください。 

□ 休憩時間や入退場時間は、会場の収容人数や入退場経路等を考慮し、余裕ある時間を設

けてください。 

□ 休憩時間や入退場時には人と人が触れ合わない距離をとるように促してください。 

 

 

(6) その他、物販等  

□ 現金の取扱いをできるだけ減らすため、オンラインでの販売や、キャッシュレス決済を

推奨します。 

□ 物販に関わる関係者は、必要に応じて手指消毒を行ってください。 

□ オペラグラス等の貸出物について消毒を行うなど清潔に保ってください 
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６ 感染拡大への防止策 

 

□ 公演主催者や公演関係者に発熱などの体調不良があった場合には公演参加を控えるよう

にしてください。そのうえで、必要となる検査を行って罹患状況等を確認し、国や自治

体の対応指針等に添って対応をしてください。 

□ 従事者に発熱などの体調不良があった場合には出勤を控えるようにし、その上で、必要

となる検査を行って罹患状況等を確認し、国や自治体の対応指針等に添って対応をする

ものとします。 

□ 施設管理者は、感染が発生した場合、個人情報の取扱いに十分配慮したうえ、速やかに

設置者に報告するものとします。 

 

 

附 則 

このガイドラインは、令和２年７月10日から施行する。 

  附 則（令2. 10. 6 指針7） 

このガイドラインは、令和２年10月6日から施行する。 

  附 則（令５. ２. １ 指針8） 

このガイドラインは、令和５年２月１日から施行する。 

  附 則（令５. ３.13 指針9） 

このガイドラインは、令和５年３月13日から施行する。 


